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富士見市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防 

支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定め 
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富士見市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係

る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例（平成２７年条例

第１７号）の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 
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提 案 理 由 

指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予

防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部改正等に伴い、富士見市指定介護

予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための

効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正したいので、地方自治法

第９６条第１項第１号の規定により、この案を提出します。 

  



 

富士見市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防 

支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定め 

る条例の一部を改正する条例 

 

 富士見市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係

る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例（平成２７年条例

第１７号）の一部を次のように改正する。 

第２条中第１１号を第１２号とし、第１号から第１０号までを１号ずつ繰り下げ、

同条に第１号として次の１号を加える。 

 (1) 介護支援専門員 法第７条第５項に規定する介護支援専門員をいう。 

第４条の見出し中「担当職員」を「従業者」に改め、同条中「指定介護予防支援事

業者」を「地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者」に改め、

「（以下「指定介護予防支援事業所」という。）」を削り、同条に次の１項を加える。 

２ 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は、当該指定に係る事業

所ごとに１以上の員数の指定介護予防支援の提供に当たる必要な数の介護支援専門

員を置かなければならない。 

第５条第１項中「指定介護予防支援事業所」を「当該指定に係る事業所（以下「指

定介護予防支援事業所」という。）」に改め、同条第２項中「前項に規定する」を

「地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者が前項の規定により

置く」に改め、同条に次の２項を加える。 

３ 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者が第１項の規定により置

く管理者は、介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１４０条の

６６第１号イ(3)に規定する主任介護支援専門員（以下この項において「主任介護

支援専門員」という。）でなければならない。ただし、主任介護支援専門員の確保

が著しく困難である等やむを得ない理由がある場合については、介護支援専門員

（主任介護支援専門員を除く。）を第１項に規定する管理者とすることができる。 

４ 前項の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、次に

掲げる場合は、この限りでない。 

(1) 管理者がその管理する指定介護予防支援事業所の介護支援専門員の職務に従事



する場合 

(2) 管理者が他の事業所の職務に従事する場合（その管理する指定介護予防支援事

業所の管理に支障がない場合に限る。） 

第６条第２項中「あらかじめ」の次に「、利用者又はその家族に対し」を加え、同

条第３項中「担当職員」の次に「（指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援

事業者の場合にあっては介護支援専門員。以下この章及び次章において同じ。）」を

加え、同条第４項第２号中「磁気ディスク、光ディスクその他これらに準ずる方法に

より一定の事項を確実に記録しておくことができる物」を「電磁的記録媒体（電磁的

記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方

式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

第３８条第１項において同じ。）に係る記録媒体をいう。）」に改める。 

第８条中「第１９条第５号において」を「以下」に改める。 

第１２条に次の２項を加える。 

２ 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は、前項の利用料のほか、

利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅を訪問して指定介護予

防支援を行う場合には、それに要した交通費の支払を利用者から受けることができ

る。 

３ 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は、前項に規定する費用

の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、

当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければなら

ない。 

第１３条中「前条」を「前条第１項」に改める。 

第１４条中「指定介護予防支援事業者」を「地域包括支援センターの設置者である

指定介護予防支援事業者」に改め、同条第４号中「規定」の次に「（第３５条第２９

号の規定を除く。）」を加える。 

第２５条第１項中「重要事項」の次に「（以下この条において単に「重要事項」と

いう。）」を加え、同条第２項中「前項に規定する事項」を「重要事項」に、「同項」

を「前項」に改め、同条に次の１項を加える。 

３ 指定介護予防支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなけ

ればならない。 



第３３条第２項第２号を削り、同項第１号エ中「第３５条第１６号に規定する」を

「第３５条第１５号の規定による」に改め、同号オ中「第３５条第１７号」を「第 

３５条第１６号」に改め、同号を同項第２号とし、同項に第１号として次の１号を加

える。 

(1) 第３５条第１４号に規定する指定介護予防サービス事業者等との連絡調整に関

する記録 

第３３条第２項第５号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第

６号とし、同項第４号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第５

号とし、同項第３号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第４号

とし、同項第２号の次に次の１号を加える。 

(3) 第３５条第２号の３の規定による身体的拘束その他利用者の行動を制限する行

為（第３５条第２号の２及び第２号の３において「身体的拘束等」という。）の

態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

第３５条第２号の次に次の２号を加える。 

 (2)の２ 指定介護予防支援の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生

命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行って

はならない。 

 (2)の３ 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者

の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

第３５条第１２号中「指定地域密着型介護予防サービス基準条例」を「指定地域密

着型介護予防サービス基準条例」」に改め、同条第１５号から第３０号までを次のよ

うに改める。 

(14)の２ 担当職員は、指定介護予防サービス事業者等から利用者に係る情報の提供

を受けたときその他必要と認めるときは、当該利用者の服薬状況、口 腔
く う

機能そ

の他の当該利用者の心身又は生活の状況に係る情報のうち必要と認めるものを、

当該利用者の同意を得て主治の医師若しくは歯科医師（以下この条において「主

治の医師等」という。）又は薬剤師に提供するものとする。 

(15) 担当職員は、介護予防サービス計画に位置付けた期間が終了するときは、当該

介護予防サービス計画の目標の達成状況について評価しなければならない。 

(16) 担当職員は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族並びに指定介護



予防サービス事業者等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、

次に定めるところにより行わなければならない。 

ア 少なくともサービスの提供を開始する月の翌月から起算して３月に１回、利

用者に面接すること。 

イ アの規定による面接は、利用者の居宅を訪問することによって行うこと。た

だし、次のいずれにも該当する場合であって、サービスの提供を開始する月の

翌月から起算して３月ごとの期間（以下この号において単に「期間」という。）

について、少なくとも連続する２期間に１回、利用者の居宅を訪問し、面接す

るときは、利用者の居宅を訪問しない期間において、テレビ電話装置等を活用

して、利用者に面接することができる。 

(ｱ) テレビ電話装置等を活用して面接を行うことについて、文書により利用者

の同意を得ていること。 

(ｲ) サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治の医師、担

当者その他の関係者の合意を得ていること。 

ａ 利用者の心身の状況が安定していること。 

ｂ 利用者がテレビ電話装置等を活用して意思疎通を行うことができること。 

ｃ 担当職員が、テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは把握できな

い情報について、担当者から提供を受けること。 

ウ サービスの評価期間が終了する月及び利用者の状況に著しい変化があったと

きは、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接すること。 

エ 利用者の居宅を訪問しない月（イただし書の規定によりテレビ電話装置等を

活用して利用者に面接する月を除く。）においては、可能な限り、指定介護予

防通所リハビリテーション事業所（指定介護予防サービス等基準第１１７条第

１項に規定する指定介護予防通所リハビリテーション事業所をいう。）を訪問

する等の方法により利用者に面接するよう努めるとともに、当該面接ができな

い場合にあっては、電話等により利用者との連絡を実施すること。 

  オ 少なくとも１月に１回、モニタリングの結果を記録すること。 

(17) 担当職員は、次に掲げる場合においては、サービス担当者会議の開催により、

介護予防サービス計画の変更の必要性について、担当者から、専門的な見地から

の意見を求めるものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合には、担当者



に対する照会等により意見を求めることができるものとする。 

ア 要支援認定を受けている利用者が要支援更新認定（法第３３条第２項に規定

する要支援更新認定をいう。）を受けた場合 

イ 要支援認定を受けている利用者が要支援状態区分の変更の認定（法第３３条

の２第１項に規定する要支援状態区分の変更の認定をいう。）を受けた場合 

(18) 第３号から第１３号までの規定は、第１４号に規定する介護予防サービス計画

の変更について準用する。 

(19) 担当職員は、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが総合的かつ効率的に

提供された場合においても、利用者がその居宅において日常生活を営むことが困

難となったと認める場合又は利用者が介護保険施設への入院若しくは入所を希望

する場合には、当該利用者の要介護認定に係る申請について必要な支援を行い、

介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行うものとする。 

(20) 担当職員は、介護保険施設等から退院し、又は退所しようとする要支援者から

依頼があった場合には、居宅における生活へ円滑に移行することができるよう、

あらかじめ、介護予防サービス計画の作成等の援助を行うものとする。 

(21) 担当職員は、利用者が介護予防訪問看護、介護予防通所リハビリテーション等

の医療サービスの利用を希望している場合その他必要な場合には、当該利用者の

同意を得て主治の医師等の意見を求めなければならない。 

(21)の２ 前号の場合において、担当職員は、介護予防サービス計画を作成した際に

は、当該介護予防サービス計画を主治の医師等に交付しなければならない。 

(22) 担当職員は、介護予防サービス計画に介護予防訪問看護、介護予防通所リハビ

リテーション等の医療サービスを位置付ける場合にあっては、当該医療サービス

に係る主治の医師等の指示がある場合に限りこれを行うものとし、医療サービス

以外の指定介護予防サービス等を位置付ける場合にあっては、当該指定介護予防

サービス等に係る主治の医師等の医学的観点からの留意事項が示されているとき

は、当該留意事項を尊重してこれを行うものとする。 

(23) 担当職員は、介護予防サービス計画に介護予防短期入所生活介護又は介護予防

短期入所療養介護を位置付ける場合にあっては、利用者の居宅における自立した

日常生活の維持に十分に留意するものとし、当該利用者の心身の状況等を勘案し

て特に必要と認められる場合を除き、介護予防短期入所生活介護及び介護予防短



期入所療養介護を利用する日数が要支援認定の有効期間のおおむね半数を超えな

いようにしなければならない。 

(24) 担当職員は、介護予防サービス計画に介護予防福祉用具貸与を位置付ける場合

にあっては、その利用の妥当性を検討し、当該介護予防サービス計画に介護予防

福祉用具貸与が必要な理由を記載するとともに、必要に応じて、随時、サービス

担当者会議を開催し、その継続の必要性について検証をした上で、継続が必要な

場合には、その理由を当該介護予防サービス計画に記載しなければならない。 

(25) 担当職員は、介護予防サービス計画に特定介護予防福祉用具販売を位置付ける

場合にあっては、その利用の妥当性を検討し、当該介護予防サービス計画に特定

介護予防福祉用具販売が必要な理由を記載しなければならない。 

(26) 担当職員は、利用者が提示する被保険者証に、認定審査会意見（法第７３条第

２項に規定する認定審査会意見をいう。）又は法第３７条第１項の規定による指

定に係る介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービスの種類について

の記載がある場合には、当該利用者にその趣旨（同項の規定による指定に係る介

護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類については、その変更の

申請ができることを含む。）を説明し、理解を得た上で、その内容に沿って介護

予防サービス計画を作成しなければならない。 

(27) 担当職員は、要支援認定を受けている利用者が要介護認定を受けた場合には、

指定居宅介護支援事業者と当該利用者に係る必要な情報を提供する等の連携を図

るものとする。 

(28) 指定介護予防支援事業者は、法第１１５条の４８第４項の規定に基づき、同条

第１項に規定する会議から、同条第２項の検討を行うための資料又は情報の提供、

意見の開陳その他必要な協力の求めがあった場合には、これに協力するよう努め

なければならない。 

第３５条に次の１号を加える。 

(29) 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は、法第１１５条の 

３０の２第１項の規定により市長から情報の提供を求められた場合には、その求

めに応じなければならない。 

第３７条中「第１２条中」を「第１２条第１項中」に改める。 

第３８条第１項中「第３５条第２８号」を「第３５条第２６号」に改め、「（電子



的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られ

る記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）」を削る。 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、第２５条に１項を加える改

正規定は、令和７年４月１日から施行する。 


